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電気通信事業法第 34条第２項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するので届け出ます。 

 

実施期日 令和 7年 3月 7日 

 



別紙 

電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 

新 旧 

第１条～第３条 （略） 

 

（用語の定義） 

第４条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用 語 用 語 の 意 味 

契約者回線 特定携帯電話事業者又は特定事業者のａｕ通信サービス契

約約款、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス契約約款、ｐｏｖ

ｏ通信サービス契約約款、ＳＯＲＡＣＯＭ Ａｉｒ ｆｏｒ 

セルラーＬＰＷＡ通信サービス契約約款等に定める契約に

基づいて無線基地局設備と契約者が指定する移動無線装置

との間に設定される電気通信回線 

特定携帯電話事業者 （略） 

特定携帯電話サービス 特定携帯電話事業者又は特定事業者のａｕ通信サービス契

約約款、ＵＱ ｍｏｂｉｌｅ通信サービス契約約款、ｐｏｖ

ｏ通信サービス契約約款に基づいて提供する電気通信サー

ビス（衛星直接通信サービスは除く。） 

セルラーＬＰＷＡサービス （略） 

中継交換機 特定携帯電話サービス又はセルラーＬＰＷＡサービスの中

継交換を行う特定携帯電話事業者又は特定事業者の交換設

備であって、特定携帯電話事業者又は特定事業者が指定す

るもの 

 

第５条 （略） 

 

（準用の除外） 

第６条 （略） 

２ 前項のほか、特定携帯電話事業者約款の規定のうち別表１接続により提供する機能１－

１基本接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、

ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ

方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、直収パケット接続回線管

理機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）以外は、この約款に準用しません。また、別表１

接続により提供する機能１－２個別占有的接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続

装置機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥ直収パケット接続装置機能（ＬＰＷＡ、

携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ方式）直収パケット接続装置機能（携帯電

話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥＧＴＰ接続利用機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、

ＬＴＥＧＴＰ接続利用機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ方

式）ＧＴＰ接続利用機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）以外は、この約款に準用しませ

ん。 

３ （略） 

第１条～第３条 （略） 

 

（用語の定義） 

第４条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用 語 用 語 の 意 味 

契約者回線 特定携帯電話事業者又は特定事業者のａｕ通信サービス契

約約款、ＳＯＲＡＣＯＭ Ａｉｒ ｆｏｒ セルラーＬＰＷＡ

通信サービス契約約款等に定める契約に基づいて無線基地

局設備と契約者が指定する移動無線装置との間に設定され

る電気通信回線 

 

特定携帯電話事業者 （略） 

ａｕ通信サービス 特定携帯電話事業者又は特定事業者のａｕ通信サービス契

約約款に基づいて提供する電気通信サービス 

 

 

セルラーＬＰＷＡサービス （略） 

中継交換機 ａｕ通信サービス又はセルラーＬＰＷＡサービスの中継交

換を行う特定携帯電話事業者又は特定事業者の交換設備で

あって、特定携帯電話事業者又は特定事業者が指定するも

の 

 

第５条 （略） 

 

（準用の除外） 

第６条 （略） 

２ 前項のほか、特定携帯電話事業者約款の規定のうち別表１接続により提供する機能１－

１基本接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、

ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ

方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＭＶＮＯ回線管理機能（携

帯電話・ＢＷＡ電波連携分）以外は、この約款に準用しません。また、別表１接続により

提供する機能１－２個別占有的接続機能については、ＬＴＥ直収パケット接続装置機能（携

帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥ直収パケット接続装置機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・

ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ方式）直収パケット接続装置機能（携帯電話・ＢＷＡ

電波連携分）、ＬＴＥＧＴＰ接続利用機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、ＬＴＥＧＴ

Ｐ接続利用機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）、５Ｇ（ＮＳＡ方式）ＧＴＰ

接続利用機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分）以外は、この約款に準用しません。 

 

３ （略） 
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新 旧 

 

第７条 （略） 

 

 

附則（2025 年２月 28 日 24-UQ 渉-016 号） 

この約款は 2025 年３月７日から実施します。 

 

第７条 （略） 

 

 



別紙 

電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 

新 旧 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

 第１の２ 将来原価方式対象機能の網使用料 

（略） 

２ 料金額 

 ２－１ ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分） 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

ＬＴＥ直収パケ

ット接続機能

（携帯電話・Ｂ

ＷＡ電波連携

分） 

 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

122,023円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

12,202円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

108,378円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,837円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

101,257円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,125円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

113,355円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

11,335円 月額 

令和９年４月１

日から令和 10 年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

104,630円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,463円 月額 

 

 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

第１の２ 将来原価方式対象機能の網使用料 

（略） 

２ 料金額 

 ２－１ ＬＴＥ直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分） 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

ＬＴＥ直収パケ

ット接続機能

（携帯電話・Ｂ

ＷＡ電波連携

分） 

 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

122,023円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

12,202円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

108,378円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,837円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

101,257円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,125円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

118,190円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

11,819円 月額 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） 
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  ２－１の２ ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分） 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

ＬＴＥ直収パケ

ット接続機能

（ＬＰＷＡ、携

帯電話・ＢＷＡ

電波連携分） 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

122,023円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

12,202円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

108,378円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,837円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

101,257円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,125円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

113,355円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

11,335円 月額 

令和９年４月１

日から令和 10 年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

104,630円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,463円 月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ２－１の２ ＬＴＥ直収パケット接続機能（ＬＰＷＡ、携帯電話・ＢＷＡ電波連携分） 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

ＬＴＥ直収パケ

ット接続機能

（ＬＰＷＡ、携

帯電話・ＢＷＡ

電波連携分） 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

122,023円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

12,202円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

108,378円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,837円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

101,257円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,125円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

118,190円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

11,819円 月額 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） 
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２－１の３ ５Ｇ（ＮＳＡ方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分） 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

５Ｇ（ＮＳＡ方

式）直収パケッ

ト接続機能（携

帯電話・ＢＷＡ

電波連携分） 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

122,023円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

12,202円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

108,378円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,837円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

101,257円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,125円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

113,355円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

11,335円 月額 

令和９年４月１

日から令和 10 年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

104,630円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,463円 月額 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－１の３ ５Ｇ（ＮＳＡ方式）直収パケット接続機能（携帯電話・ＢＷＡ電波連携分） 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

５Ｇ（ＮＳＡ方

式）直収パケッ

ト接続機能（携

帯電話・ＢＷＡ

電波連携分） 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

122,023円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

12,202円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

108,378円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,837円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

101,257円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

10,125円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１０Ｍｂｐｓ

のもの 

118,190円 月額 

１０Ｍｂｐｓ

を超える１Ｍ

ｂｐｓごとに 

11,819円 月額 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

（新設） （新設） （新設） 
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２－２ 直収パケット接続回線管理機能 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

直収パケット接

続回線管理機能 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

70円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

69円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

64円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

63円 月額 

令和９年４月１

日から令和 10 年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

61円 月額 

 

 

附 則（令和７年２月 28 日 K 相接 S 0055 及びＯＣＴ技第 24-198 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和７年３月７日から実施します。 

 

 

 

 

 

 

２－２ 直収パケット接続回線管理機能 

区     分 適用対象期間 単  位 料 金 額 備考 

直収パケット接

続回線管理機能 

令和５年４月１

日から令和６年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

70円 月額 

令和６年４月１

日から令和７年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

69円 月額 

令和７年４月１

日から令和８年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

68円 月額 

令和８年４月１

日から令和９年

３月 31 日までの

間に限り適用し

ます。 

１契約者回線

ごとに 

68円 月額 

（新設） （新設） （新設） （新設） 

 

 

 




